
綾瀬市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 

綾瀬市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成２１年４月１日施行）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に

規定する放課後児童健全育成事業を行う団体に対し補助を行うことについて、綾瀬

市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

(1) 学童 小学校１年生から小学校６年生までの児童であって、その保護者が労働

等により昼間家庭にいない児童をいう。 

(2) 施設 放課後児童健全育成事業を行うための施設をいう。 

(3) 団体 綾瀬市学童保育連絡協議会に加盟し、放課後児童健全育成事業を行うも

のをいう。 

 (4) 指導員 綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年綾瀬市条例第２８号。以下「条例」という。）第１０条に定め

る放課後児童支援員及び補助員をいう。 

  (5) 支援単位 条例第１０条第４項に定める放課後児童健全育成事業を行う支援単

位をいう。 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付を受けることのできるものは、次に掲げる要件を備えているも

のとする。 

(1) １支援単位当たりの学童の数が５人以上であること。 

(2) 開所日数が１支援単位当たり年間２５０日（市長が適当と認める場合は、２０

０日）以上であること。 

  (3) １日の開所時間が、小学校の休業日以外の日は３時間以上、小学校の休業日は

８時間以上であること。 

（補助額等） 

第４条 補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 



２ 補助金の額は、前項の規定に基づき算出した補助額と団体の当該年度予算の総事

業費から保育料収入及びその他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少な

い額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、団体の前年度繰越金額が第１項の規定に基づき算出

した補助額の２分の１の額を超える場合には、前年度の総事業費から保育料及びそ

の他の収入額を控除した額を上限とする。 

（申請方法及び提出期限） 

第５条 学童保育支援費又は施設支援費の交付を受けようとする団体は、放課後児童

健全育成事業補助金（学童保育支援費・施設支援費）交付申請書（第１号様式）に

規則第４条第２項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付し、交付を受けよう

とする年度の４月３０日までに申請しなければならない。ただし、年度の途中に団

体が新設された場合又は支援単位の分割があった場合については、申請の期限を別

に定めることができる。 

(1) 団体の規約等 

(2) 役員名簿 

(3) 学童名簿（第２号様式） 

(4) 指導員名簿（第３号様式） 

(5) 保育できないことを証明する書類（就労証明、診断書等） 

(6) 施設の案内図及び平面図（家具等の配置及び寸法が表示されているもの） 

(7) 施設の賃貸借契約書の写し 

(8) 損害賠償保険の証書の写し 

(9) その他市長が必要と認める書類 

２ 障害児受入推進費の交付を受けようとする団体は、放課後児童健全育成事業補助 

金（障害児受入推進費）交付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添付し、交

付を受けようとする年度の４月３０日までに申請しなければならない。ただし、年

度の途中に障害児が入所した場合は、申請の期限を別に定めることができる。 

(1) 療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書又は医師、児童相談所等が

発行したこれらと同程度の障害を有していると認められる書類の写し 

(2) 障害児を受け入れるための専任指導員名簿（第５号様式） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 環境改善支援費のうち、転居等支援費の交付を受けようとする団体は、放課後児 



童健全育成事業補助金（環境改善支援費（転居等支援費））交付申請書（第６号様

式）に次に掲げる書類を添付し、市長の定める期日までに申請しなければならない。 

(1) 施設の案内図及び平面図 

(2) 施設の賃貸借契約書の写し 

(3) 敷金、礼金及び手数料に係る領収書の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

４ 環境改善支援費のうち、増改築等工事費の交付を受けようとする団体は、放課後 

児童健全育成事業補助金（環境改善支援費（増改築等工事費））交付申請書（第７

号様式）に次に掲げる書類を添付し、市長の定める期日までに申請しなければなら

ない。 

(1) 施設の平面図、設計図等 

(2) 見積書又は工事請負契約書等の写し 

(3) 施設の賃貸人の同意書（施設を賃貸借契約している場合） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

５ 指導員研修費の交付を受けようとする団体は、放課後児童健全育成事業補助金

（指導員研修費）交付申請書（第８号様式）に次に掲げる書類を添付し、市長の定

める期日までに申請しなければならない。 

 (1) 研修修了報告書 

 (2) 研修修了を証明する書類の写し 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

６ 第３項及び第４項の規定による申請は、市長が特別の事情があると認める場合を

除き、当該年度において１回とする。 

７ 第１項第１号、第２号若しくは第４号又は第２項第２号に掲げる書類の内容に変

更が生じた場合は、速やかに書面にて報告しなければならない。 

（交付条件） 

第６条 補助金の交付を決定する場合には、規則第６条各号に掲げる条件を付するも

のとする。 

（決定通知） 

第７条 規則第７条の規定による通知は、放課後児童健全育成事業補助金（変更）交 

付決定通知書（第９号様式）によるものとする。 

（申請の取下げ） 



第８条 規則第８条第１項の市長の定める期日は、前条の通知を受けた日の翌日から

起算して１０日とする。 

（変更等の申請） 

第９条 規則第６条第１号及び第２号の承認を受けようとする場合は、放課後児童健

全育成事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第１０号様式）に変更する補助

区分、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載した申請書に関係書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第１０条 第５条第１項（学童保育支援費に限る。）及び第２項の規定に基づく補助

金の交付決定を受けた団体は、放課後児童健全育成事業補助金実施状況報告書（第

１１号様式）に学童の出席簿を添付し、各四半期終了の翌月１０日までに報告しな

ければならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 第５条第１項及び第２項の規定に基づく補助金は、年額を交付決定し、四

半期に分けて所要額を交付する。ただし、同条第１項ただし書又は同条第２項ただ

し書に規定する場合に該当したときは、その日の属する月から月割計算で交付決定

し、所要額を交付する。 

（実績報告） 

第１２条 第５条第１項及び第２項の規定に基づく補助金の交付を受けた団体は、放

課後児童健全育成事業補助金（学童保育支援費・施設支援費・障害児受入推進費）

実績報告書（第１２号様式）に次に掲げる書類を添付し、当該会計年度終了後の４

月３０日までに事業の実績を報告しなければならない。 

(1) 事業実績内訳書 

(2) 収支決算書 

２ 第５条第４項の規定に基づく補助金の交付を受けた団体は、放課後児童健全育成

事業補助金（環境改善支援費（増改築等工事費））実績報告書（第１３号様式）に

次に掲げる書類を添付し、当該工事完了後３０日以内に当該工事の実績を報告しな

ければならない。 

(1) 増改築等工事に係る領収書の写し 

(2) 写真（現況及び完成） 

(3) その他市長が必要と認める書類 



（書類の整備等） 

第１３条 この要綱による補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業に係る収入及

び支出の経理状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整

備し、保管するものとする。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌

年度から起算して５年間保存するものとする。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年７月２０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月３０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

  附 則 

 この要綱は、令和４年９月８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年９月６日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年８月７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則 

 この要綱は、令和７年５月２３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



別表（第４条関係） 

補

助 

区

分 

科目 
補助対

象経費 
区分 補助額（年額） 

学

童

保

育

支

援

費 

基本額 人件費

及び学

童の教

材、保

険料、

施設等

に係る

経費 

条例第１０条第２項

本文のとおり放課後

児童支援員（常勤職

員に限る。）を２人

以上配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

学童数 １９人以下 

４，６１５，０００円－(１９人－

学童数)×３０，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ２０人以上３５人以下 

６，９３９，０００円－(３６人－

学童数)×２７，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ３６人以上４５人以下 

６，９３９，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ４６人以上７０人以下 

６，９３９，０００円－(学童数－

４５人)×８５，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ７１人以上 

４，７４０，０００円 

条例第１０条第２項

ただし書又は同条第

５項のとおり放課後

児童支援員及び補助

員を配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

学童数 １９人以下 

２，７９４，０００円－(１９人－

学童数)×３０，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ２０人以上３５人以下 

５，１１７，０００円－(３６人－

学童数)×２７，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ３６人以上４５人以下 

５，１１７，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ４６人以上７０人以下 

５，１１７，０００円－(学童数－

４５人)×８５，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ７１人以上 

２，９１７，０００円 



  

条例第１０条第２項

本文のとおり放課後

児童支援員（常勤職

員に限る。）を２人

以上配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日未満の場

合 

１支援単位当たり 

学童数 １９人以下 

３，３２７，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ２０人以上 

４，８０２，０００円 

条例第１０条第２項

ただし書又は同条第

５項のとおり放課後

児童支援員及び補助

員を配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日未満の場

合 

１支援単位当たり 

学童数 １９人以下 

１，８８１，０００円 

１支援単位当たり 

学童数 ２０人以上 

３，３５６，０００円 

開所日数

加算費 

年 間 ２

５ ０ 日

を 超 え

る 開 設

に 係 る

経費 

条例第１０条第２項

本文のとおり放課後

児童支援員（常勤職

員に限る。）を２人

以上配置した場合 

１支援単位当たり 

（年間の１日８時間以上開所してい

る日数－２５０日）×２８，０００

円 

条例第１０条第２項

ただし書又は同条第

５項のとおり放課後

児童支援員及び補助

員を配置した場合 

１支援単位当たり 

（年間の１日８時間以上開所してい

る日数－２５０日）×２１，０００

円 

長時間開

所加算費

（平日分

） 

１ ８ 時

半 を 超

え て 開

所 す る

こ と に

伴 う 経

費 

条例第１０条第２項

本文のとおり放課後

児童支援員（常勤職

員に限る。）を２人

以上配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

１８時半を超える時間の年間平均時

間数×７２０，０００円 

条例第１０条第２項

ただし書又は同条第

５項のとおり放課後

児童支援員及び補助

員を配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

１８時半を超える時間の年間平均時

間数×３２４，０００円 



長時間開

所加算費

（長期休

暇分） 

１ 日 に

つ き ８

時 間 を

超 え て

開 所 す

る こ と

に 伴 う

経費 

条例第１０条第２項

本文のとおり放課後

児童支援員（常勤職

員に限る。）を２人

以上配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

１日８時間を超える時間の年間平均

時間×３２４，０００円 

条例第１０条第２項

ただし書又は同条第

５項のとおり放課後

児童支援員及び補助

員を配置し、１支援

単位の年間開所日数

が２５０日以上の場

合 

１支援単位当たり 

１日８時間を超える時間の年間平均

時間×２０２，０００円 

小規模ク

ラブ支援

費 

児 童 数

が １ ９

人 以 下

の ク ラ

ブ の 運

営 に 係

る経費 

 １支援単位当たり ６９７，０００

円 

施

設

支

援

費 

家賃助成

費 

（平成２

５年度以

降に新た

に実施又

は新たな

受け皿の

確保を図

ったもの

に限る。

） 

学校敷

地外の

民家・

アパー

ト等を

活用し

て実施

する場

合に必

要な賃

借料に

係る経

費 

 １支援単位当たり 

施設の賃貸借に要する費用の月額１

０万円を超えた額（１０万円限度）

×１２箇月 

障
害
児
受
入
推
進
費 

障害児加

算費 

障害児

を受け

入れる

ための

専任指

導員の

給与等 

 １支援単位当たり ２，２３２，０

００円 



環

境

改

善

支

援

費 

転居等支

援費 

転 居 等

に 係 る

経費 

 １支援単位１回当たり 

 敷金、礼金及び手数料として支払

った額に３分の２を乗じて得た額（

千円未満切捨て、２０万円限度）。 

増改築等

工事費 

工 事 費

等 に 係

る経費 

 

１支援単位１回当たり 

 工事費等に要する額に３分の２を

乗じて得た額（千円未満切捨て、２

００万円限度）。 

指

導

員

研

修

費 

放課後児

童支援員

等養成事

業費 

 

神奈川

県主催

の子育

て支援

員研修

に参加

するた

めに必

要な経

費 

 

１人当たり ７，５００円 

備考 

１ 学童数は、申請月の初日に入所している学童の人数とする。 

２ 常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則として放課後健全育成事業

を行う場所ごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及び時間」の

すべてを年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。 

３ 転居等支援費の交付を受けた団体が、退去時において敷金の返戻が生じたときは、

敷金の返戻金額に、転居等に係る経費の総額を市長が補助した額で除して得た割合

を乗じた額（千円未満切捨て）を市長へ返還するものとする。 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（学童保育支援費・施設支援費）交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

      年度放課後児童健全育成事業補助金のうち、学童保育支援費・施設支援費

の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 支援単位の名称      

２ 事業の期間     年  月  日から  年  月  日まで 

３ 学 童 数     人（平均利用人数：  人） 

４ 指導員の配置   放課後児童指導員：  人（うち常勤  人） 

補助員：  人 

５ 専用区画面積    ㎡（平均利用人数に基づいた１人当たりの面積：  ㎡）

６  交付申請額             円 

７  添 付 書 類    

(1) 団体の規約等 

(2) 役員名簿 

(3) 学童名簿（第２号様式） 

 (4) 指導員名簿（第３号様式） 

 (5) 保育できないことを証明する書類（就労証明、診断書等） 

(6) 事業計画書 

(7) 収支予算書 

(8) 施設の案内図及び平面図（家具等の配置及び寸法が表示されているもの） 

(9) 施設の賃貸借契約書の写し 

（10）損害賠償保険の証書の写し



第２号様式（第５条関係） 

学    童    名    簿 

 

施設名            

学 童 氏 名 学校名及び学年 住 所 保 護 者 名 備 考 

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     

 小学校  年     



第３号様式（第５条関係） 

指  導  員  名  簿 

 

施設名              

１ 職名の欄には、支援員、補助員の別を記載してください。 

２ 資格の欄には、支援員の職員にあっては綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第３項で定める資格の号を

記載してください。 

３ 資格の内容については資格修了を証明するもの及び実務証明書を併せて添付してください。

氏名 

職名 

（常勤・ 

非常勤） 

職務の内容 採用年月日 
指導員の資格要件 

主な経歴 資格の内容 
(条例第１０条第３項の各号) 

認定研修の修了 

              

              

       

       

              

              

              



第４号様式（第５条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（障害児受入推進費）交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年度放課後児童健全育成事業補助金のうち、障害児受入推進費の交付を受

けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額         円 

２ 添 付 書 類 

(1) 療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書又は医師、児童相談所等が

発行したこれらと同程度の障害を有していると認められる書類の写し 

(2) 障害児を受け入れるための専任指導員名簿（第５号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第５条関係） 

 

専  任  指  導  員  名  簿 

 

施設名              

氏    名  

住    所  

資    格  

経    歴 

 

 

 

 

研修の受講歴 

 

 

 

担 当学童 名  

 

※ 資格の欄には、綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例第１０条第３項で定める資格の号を記載してください。 



第６号様式（第５条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（環境改善支援費（転居等支援費））交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年度放課後児童健全育成事業補助金のうち、環境改善支援費（転居等支援

費）の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額          円 

２ 添 付 書 類 

(1) 施設の案内図及び平面図 

(2) 施設の賃貸借契約書の写し 

(3) 敷金、礼金及び手数料に係る領収書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第５条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（環境改善支援費（増改築等工事費））交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年度放課後児童健全育成事業補助金のうち、環境改善支援費（増改築等工

事費）の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額         円 

２ 添 付 書 類 

(1) 施設の平面図、設計図等 

(2) 見積書又は工事請負契約書等の写し 

(3) 施設の賃貸人の同意書（施設を賃貸借契約している場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第５条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（指導員研修費）交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

      年度放課後児童健全育成事業補助金のうち、指導員研修費の交付を受けた

いので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 研修期間     年  月  日～  月  日 

２ 研修会場  

３ 受講者人数    名 

４  交付申請額         円 

５ 添付書類 

 （1）研修修了報告書 

 （2）研修修了を証明する書類の写し 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第７条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（変更）交付決定通知書 

 

                                                        年    月    日 

 

                           様 

 

                                          綾瀬市長                    □印  

 

年  月  日付けで申請のありました    年度放課後児童健全育成

事業補助金の交付については、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第５条

（第９条）の規定により、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１  補助区分及び補助額 

□ 学童保育支援費                円 

□ 施 設 支 援 費                円 

□ 障害児受入推進費        円 

□ 環境改善支援費        円（□転居等支援費／□増改築等工事費） 

□ 指 導 員 研 修 費        円 

計            円 

 

２  補助条件 



第１０号様式（第９条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

                                                           年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             申請者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度放課後児童健全育成

事業補助金に係る補助事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、関係書類を

添えて申請します。 

 

１  変更する補助区分 

□ 学童保育支援費   

□ 施 設 支 援 費                        

□ 障害児受入推進費                  

□ 環境改善支援費（□転居等支援費／□増改築等工事費） 

 □ 指 導 員 研 修 費            

２ 変更の内容 

 

３  変更（中止・廃止）の理由 

 

４  添付書類 



第１１号様式（第１０条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金実施状況報告書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             報告者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度放課後児童健全育成

事業補助金のうち、学童保育支援費及び障害児受入推進費に係る第  四半期の実施

状況を報告します。 

 

添付書類 

 学童の出席簿 



第１２号様式（第１２条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（学童保育支援費・施設支援費・障害児受入推進費）

実績報告書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             報告者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度放課後児童健全育成

事業補助金のうち、学童保育支援費・施設支援費及び障害児受入推進費に係る実績を

次のとおり報告します。 

 

１  補助区分及び補助額 

□ 学童保育支援費                円 

□ 施 設 支 援 費        円 

□ 障害児受入推進費        円 

計             円 

 

２ 添付書類 

(1) 事業実績内訳書 

(2) 収支決算書 

 

 

 

 



第１３号様式（第１２条関係） 

 

放課後児童健全育成事業補助金（環境改善支援費（増改築等工事費））実績報告書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

                             報告者  所  在  地 

                                     名      称 

                                     代表者氏名                        

                        連 絡 先 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度放課後児童健全育成

事業補助金のうち、環境改善支援費（増改築等工事費）に係る実績を次のとおり報告

します。 

 

１ 補助額          円 

 

２ 添付書類 

(1) 増改築等工事に係る領収書の写し 

(2) 写真（現況及び完成） 

 

 


